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1.はじめに	 

1.1	 研究の背景と目的	 

	 コミュニティ施設では,複数の利用行為に対応

して室の兼用が行われている。一室に複数の役割

を持たせた多目的化は,幅広いニーズに対応させ

る意図である一方,利用者にとっては様々な課題

が発生している。そこで本稿では,複数の利用行為

に対応する空間を「機能複合スペース」として定

義し,機能複合が成立するための要件を分析し,明

らかにすることを目的とする。	 

1.2 研究の対象 
	 本研究では,千葉市の公民館全 47 事例を対象と

し,表１に概要を示す。	 

	 機能複合スペースは,	 一般住民の利用できる室

のうち,予約を必要とする学習諸室の集団学習空

間*1 に着目し,その中で複数の利用行為に対応し

ている室を対象とする。	 

1.3 研究の方法 
	 調査方法は,各施設の図面資料,施設管理者への

ヒアリング及び実態調査をもとに行う。	 

	 	 はじめに,各施設の資料から室の規模,設えを把

握し,施設管理者に対するヒアリング調査で,諸室

でのサークル団体の利用実態を確認する。次に視

察調査で,各室の利用行為に伴う備品構成,収納ス

ペースの現状確認をする。	 

	 ただし,平成 18 年に廃止された管理人室及び,

事例番号 26 にみられる別館における利用は設計

時の計画概念と利用実態に大きく差がみられ明確

に示すことが困難であるため,調査対象から除く。	 

2.機能複合スペースの利用実態	 

2.1規模と設えによる室の分類	 

	 学習諸室における集団学習空間の分類*1 をもと

に,抽出した諸室を規模と設えの関係で分類（表2）

すると a:「講習室・会議室」,	 b-1:「料理実習

室」,b-2:「工作室」,b-3:「音楽室」,c:「和室」,d:

「多目的ホール」となる。ここで b-3:「音楽室」

は抽出数が少ないため,調査対象から例外として

除くこととする。 
 

 
2.2 利用行為の分類	 

	 各施設の年間サークル活動案内,登録台帳及び

施設管理者によるヒアリング調査で特定できた利

用行為の実態から活動目的を 9 分類し,さらに利

用行為の特性をもとに 15 項目に細分したものを

表3に示す。	 

表 1 調査対象事例の概要 
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2.3 利用行為の構成比 
	 抽出した諸室の分類と利用行為の分類から,各

室ごとの利用行為の平均構成比率を図 1 に示す。

b-1:「料理実習室」	 b-2:「工作室」は共に技術習

得を目的とした単一目的による設置概念の室群で

あるが,その利用実態は多岐に及んでいる。	 

3.規模と設えからみる機能の生成と限定	 

3.1規模と利用行為の関係性 
	 諸室における規模と利用行為の関係性をプロッ

トしたものを図2〜6に示す。	 

	 	 図 1〜図 6 をみるとⅰ-a:「軽スポーツ」は,体

を動かす行為に対応する規模が要因となり,d:	 

「多目的ホール」で抽出されている。また,ⅳ-a:

「発表」も大人数に対応するための規模が要因と

なり,d:「多目的ホール」のみの抽出となっている。	 

	 図 2 をみると,a:「講習室・会議室」では,	 40

㎡以上の規模でⅰ-a:「軽スポーツ」,ⅰ-b:「エク

ササイズ」,ⅵ:「舞踊」といった体を動かす行為

に対応する。	 

	 火気を使用するⅶ-b:「火を使用」は,図 1,2,4

より a:「講習室・会議室」,b-2：「工作室」のみ

でみられ,いずれも 50 ㎡以下の小規模の室での抽

出が目立つ。 
3.2	 設えと利用行為の関係性	 

【講習室・会議室】 
	 a:「講習室・会議室」は,机・椅子の基本設えに

よりⅲ:「学習」,ⅳ-b:「会議」,ⅶ:「趣味・娯楽」

の利用行為に対応する。（図1,2）また抽出がみら

れたⅴ:「音楽」,ⅶ:「美術・工芸」は,利用者が

道具を使用する利用行為である。これらの行為に

は,席配置を自由にレイアウトし,道具の使いやす

い空間を作れるところが要因である。	 

【技術習得（料理実習室,工作室）】	 

	 b-1:「料理実習室」では,図 3より料理の活動以

外に,ⅳ-b:「会議」,ⅶ-a:「水を使用」の行為が

行われている。これらは,利用行為に対応するため

の水場,作業台といった設えが要因である。一方で

同様に作業机を使用するⅲ:「学習」,ⅶ-d:「その

他」の利用行為の抽出は見られないことから,衛生

面が利用行為を限定している。	 

	 ｂ-2:「工作室」においても同様に,図 4 をみる

と水場,作業台といった設えにより,	 ⅲ:「学習」,	 

ⅶ-a:「水を使用」,ⅶ-d:「その他」の行為に対応

している。	 

	 	 また技術習得を目的として設置されている分

類:ｂの室は,設置式による作業机により場所が制

限されるため,ⅰ:「スポーツ」や,ⅱ:「育児支援」,

ⅴ:「音楽」といった利用行為に対応していない。	 

【和室】	 

	 c:「和室」は転用性に富む室であり,利用行為も

多岐にわたっている。図5より,特に抽出されてい

ない利用行為としては,火気を伴うⅶ-b:「火を使

用」,ⅸ:「料理」,体を動かすⅰ-a:「軽スポーツ」

があげられる。これらの行為は,畳敷きの和室の基

本的な設えが利用行為を限定している。また舞台

や音響機材といった設えをもたないことからⅳ

-a:「発表」も抽出されていない。	 

【多目的ホール】	 

	 d:「多目的ホール」は,規模のみならず,基本的

な設えとして舞台をもつことで,	 全事例において

ⅳ-a:「発表」の利用行為に対応している。（図1,6）	 

	 また火気を必要とするⅶ-b:「火を使用」,Ⅸ:

「料理」及び,和の雰囲気が望ましいⅶ-c:「和」

に関しては抽出されていない。	 
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表 3 利用行為の分類（9 分類 15 項目） 

表 2 規模と設えによる室の分類 

図 1 利用行為の構成比 
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4.付属室からみる機能複合スペースの分析	 

	 	 既往研究*2 では,施設機能の計画単位となる室

群を,目的機能の中心となる室を「主室」,その「主

室」の室機能を補助する室を「付属室」として捉

え,地域集会施設における多様な施設像の分析が

行われている。本稿における「機能複合スペース」

においても,利用者の備品による機能生成が考え

られ,それらを収納する付属室をもつことが複数

の利用行為に対応する要素として考えられる。	 

4.1 付属室の室機能と属性	 

	 	 抽出した付属室は,既往研究*2 をもとに分類す

ると,「収納」,「設備」,「準備」の3種類に分類

できる。（表 3）また,主室と機能別付属室の構成

比（図7）をみるとｃ:「和室」,ｄ:「多目的ホー

ル」の付属室の設置率が高く,	 a:「講習室・会議

室」,b-1:「調理実習室」は付属室の設置が少ない。

また,機能別にみると付属室のほとんどが「収納」

であり,「設備」は b-2:「工作室」のみ,「準備」

に関しては,	 c:「和室」d:「多目的ホール」のみ

でみられる。	 
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図 5 和室における利用行為と規模の関係（抽出数 51） 

図3 料理実習室における利用行為と規模の関係（抽出数11） 

図 4 工作室における利用行為と規模の関係（抽出数 10） 

図 6 多目的ホールにおける利用行為と規模の関係（抽出数 55） 

表 3 付属室の室機能 

図 7 主室と付属室の構成比 

図 2 講習室・会議室における利用行為と規模の関係（抽出数 62） 
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	 	 また,主室との属性関係をみると,主室専用に設

置された「専用」,複数主室に共用利用される「共

用」に大別できる。主室が一時的に他の主室の付

属室として機能する「転用」に関しては,抽出され

ていない。	 

	 	 次に「収納」に着目し,付属室「収納」の属性ご

との構成比を図 8に示す。4分類の室における a:

「講習室・会議室」の「収納」は他の室に比べ,

「共用」の割合が高い。a:「講習室・会議室」は,

図 2 のように規模と設えによる機能生成以外に,

ⅴ:「音楽」,ⅶ:「美術・工芸」,ⅷ:「趣味・娯楽」

など,利用者の備品による機能生成が抽出される

室である。	 多様化する利用者の実習行為に対し,

共用利用可能な収納スペースにより各種実習のな

かで対応している室である。	 

	 

	 

4.2主室と「収納」付属室の面積比較	 

	 	 実態調査で確認できた公民館全体の共用備品を

除き,利用行為に必要となる備品で構成された付

属室の面積を抽出する。また「共用」の付属室の

面積はそれに対応する主室の面積で案分し振り分

ける。	 

	 	 ここでは,前述した「共用」の構成比が高い a:

「講習室・会議室」とその「収納」付属室につい

ての面積比較をおこない,図 9に示す。	 

	 

	 

	 

	 	 図 9 より,「収納」付属室は主室の面積によら

ず,4㎡以下に集中している。またa:「講習室・会

議室」に対応する付属室は１室のみの事例が多く,

「専用」の付属室をもつ6事例のうち4事例は「共

用」付属室を持たない。このことから,	 a:「講習

室・会議室」は 4 ㎡以下の小規模な付属室構成と

なっていることがわかる。	 

5.まとめ	 

【規模による機能生成と限定】	 

1)	 ⅰ-a:「軽スポーツ」,	 ⅳ-a	 :「発表」は体を

動かす行為に対応すること,大人数に対応するこ

とから,規模が要因となっている。	 

2）火気を伴う利用行為ⅶ-b:「火を使用」は,	 50

㎡以下の小規模の室で対応している。 
【設えによる機能生成と限定】	 

3)	 a:「講習室・会議室」は,机,椅子の席配置を自

由にレイアウトし,道具の使いやすい空間を作れ

ることで,ⅴ:「音楽」,ⅶ:「美術・工芸」といっ

た利用行為に対応する。	 

4)	 b-1:「料理実習室」では水場,作業台といった

設えによりⅸ:「料理」以外に,ⅶ-a:「水を使用」,

ⅳ-b:「会議」の利用行為にも対応する。一方で,

衛生面が,その他の道具を使用する利用行為を限

定している。	 

5)	 c:「和室」は,	 畳敷きによる設えによりⅶ-b:

「火を使用」,ⅸ:「料理」,ⅰ-a:「軽スポーツ」

といった利用行為に対応していない。	 

6)	 d:「多目的ホール」では,舞台をもつことで,

ⅳ-a:「発表」の利用行為に対応している。また火

気及び専門的な設備が必要となるⅶ-b:「火を使用」

及びⅸ:「料理」,和の雰囲気が望ましいとされる

ⅶ-c:「和」に関しては抽出されていない。	 

【付属室における考察】	 

7）主室と付属室の構成比では,ｃ:「和室」,	 d:

「多目的ホール」が高い。また,機能別にみると付

属室のほとんどが「収納」である。	 

8)	 a:「講習室・会議室」では「共用」の付属室の

構成比が高く,多くの室が主室面積によらず 4 ㎡

以下の小規模な付属室構成となっている。	 

【注釈】	 
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＊2  広田直行	 「生涯学習関連施設のオープンスペースに関
する研究」1998.9  pp.54〜pp.57,pp.68 
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図 8 「収納」付属室の属性 

図 9 a:「講習室・会議室」と「収納」付属室の面積比較 
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